
1 
 

定例記者会見 市長あいさつ・説明 

               令和４年８月２３日 午後３時３０分～ 

佐久市役所 ８階大会議室 

 

報道関係の皆様には、大変お忙しい中、定例記者会見に

お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

本日の記者会見は、 

「令和４年佐久市議会第３回定例会」に提出する議案の

概要について、ご説明を申し上げます。 

 はじめに、今回提出する議案ですが、 

資料１のとおり、専決処分報告 1 件、条例案５件、事件案

６件、決算認定１２件、予算案３件、合計 ２７件です。 

 時間の制約もございますので、主なものをご説明申し 

あげます。 

最初に、専決処分報告について申し上げます。 

資料１の１ページをご覧ください。 

議案第５１号、「専決処分の報告について」は、 

本年７月２９日付で専決処分した令和４年度一般会計補正

予算（第５号）及び８月１日付けで専決処分した令和４年度

一般会計補正予算（第６号）の２件です。 
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このうち、補正予算（第５号）は、お盆期間中の医療体制  

の確保や、新型コロナウイルスワクチン追加接種の対象者 

拡大に係る経費 及び、本年７月６日、１２日の大雨災害に  

係る災害復旧経費、７，８０８万円を追加いたしました。 

また、補正予算（第６号）は、佐久長聖高校の全国高等   

学校野球選手権大会（夏の甲子園）出場に伴う出場交付金  

５００万円を追加し、総額を５１５億８，４９１万１千円と

いたしました。 

以上２件につきまして、議会に報告し、承認をお願いする

ものです。 

次に、条例案５件のうち、主な３件について申し上げます。 

１０ページをご覧ください。 

議案第５２号、「佐久市 職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例の制定」につきましては、 

職員の育児休業の取得回数制限の緩和、また、非常勤職員の

育児休業取得要件の緩和などについて、国家公務員に係る制度

改正に準じ、所要の改正を行おうとするものです。 

１２ページをご覧ください。 

議案第５４号、「佐久市 印鑑条例の一部を改正する条例の 
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制定」につきましては、 

個人番号カードの普及促進と 市民の利便性向上を図るため、

印鑑登録証明の申請にあたり、個人番号カードを印鑑登録証と

みなして申請できるようにするなど、所要の改正を行おうとす

るものです。 

１３ページをご覧ください。 

議案第５５号、「佐久市 公園条例の一部を改正する条例の 

制定」につきましては、 

佐久平駅南土地区画整理事業に伴う 公園及び広場の供用 

開始にあたり、砂田公園及び佐久平南広場を都市公園に加える

とともに、佐久平南広場を指定管理者が管理する公園とするた

め、所要の改正を行おうとするものです。 

条例案につきましては以上です。 

次に、事件案６件のうち、主な４件について申し上げます。 

１５ページをご覧ください。 

議案第５７号、「小字(こあざ)の区域の変更」につきましては、 

佐久平駅南土地区画整理組合による 佐久平駅南土地区画整

理事業の施行に伴い、工事完了後の画地等に合わせ、小字の 

区域を変更しようとするものです。 



4 
 

１８ページをご覧ください。 

議案第５８号、「佐久市土地開発公社の解散」につきましては、

今後、土地開発公社による公共用地の先行取得等の予定がなく、

その役割を果たしたと認められることから、同公社を解散する

ことについて、議会の議決をお願いするものです。 

今定例会において議決が得られましたら、「公有地の拡大の

推進に関する法律」の規定に従い、本年１２月を目途に長野県

知事に対し、解散認可申請を行う運びとなっております。 

また、公社が保有する現金、預金 及び 不動産につきまして

は、清算手続きの終了後、設立団体であります佐久市に帰属 

される予定です。 

次に、２５ページをご覧ください。 

議案第６１号、「令和３年度 都市構造再編集中支援事業  

佐久市野沢会館改築（本体）工事 請負契約の変更」につきま

しては、 

令和３年度から令和４年度に渡る債務負担行為事業として

実施している野沢会館の改築工事について、公共工事設計に 

係る労務単価の上昇及び 建設資材の高騰により、工事請負 

契約書に規定する単品スライド条項 及び インフレスライド
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条項の適用に伴う契約額の変更について、議会の議決をお願い

するものです。 

事件案につきましては、以上です。 

続きまして、決算認定について申し上げます。 

２９ページの「歳入決算総括表」、３０ページの「歳出決算

総括表」をご覧ください。 

議案第６３号から第７２号までは、一般会計及び、公営企業

会計を除く、９つの特別会計について、令和３年度の決算認定

をお願いするものです。 

歳入決算額につきましては、２９ページの「歳入決算総括表」

における「収入済額」欄の最下段（網かけ）のとおり、 

８６１億１，７５５万４，８５２円でありました。 

歳出決算額につきましては、３０ページの「歳出決算総括表」

における「支出済額」欄の最下段（網かけ）のとおり、 

８２６億２２２万７，３９１円でありました。 

これらの差引額は、３０ページの一番右側「歳入歳出差引額

（繰越額）」欄の最下段（網かけ）のとおり、 

３５億１，５３２万７，４６１円となっております。 
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次に３１ページをご覧ください。 

議案第７３号、「令和３年度佐久市国保浅間総合病院事業特

別会計」の決算認定になります。 

上段の「（１）収益的収入及び支出」で収入となる「病院   

事業収益」は、「税込決算額」欄（網かけ）のとおり、 

消費税込みで、７７億９，５４２万２，９７６円でありました。 

これに対し、支出である「病院事業費用」は、「税込決算額」

欄（網かけ）のとおり、７９億４，８３３万２，５４２円と   

なっております。 

次に３２ページをご覧ください。 

議案第７４号、「令和３年度佐久市下水道事業 特別会計」の

利益の処分及び決算認定になります。 

上段の「（１）収益的収入及び支出」の表で、収入となる   

「下水道事業収益」は、「税込決算額」欄（網かけ）のとおり、

３４億７，４８８万９，８６６円でありました。 

これに対し、支出となる「下水道事業費用」は、「税込決算

額」欄（網かけ）のとおり、 

３１億５，４２２万９，２０６円となっております。 

次に３３ページをご覧ください。 
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令和３年度 佐久市下水道事業 剰余金処分計算書（案）は、

事業において生じた剰余金の処分につきまして、議会の議決を

お願いするものです。 

「当年度末残高」欄の網掛け部分「未処分利益剰余金」   

８億５，５７７万７，８６９円のうち、３億円を資本金に組み

入れるとともに、減債積立金に、２億円を、建設改良積立金に、

５，０００万円を、それぞれ積み立てることで、処分を行う  

ものです。 

なお、処分後残高 ３億５７７万７，８６９円が、繰越利益

剰余金となるものであります。 

決算認定につきましては以上です。 

続きまして、予算（案）について申し上げます。 

３５ページをご覧ください。 

議案第７５号、令和４年度一般会計補正予算（第７号）は、

歳入歳出予算の総額に、１９億１,７１０万６千円を追加し、

総額を５３５億２０１万７千円にしようとするものです。 

３６ページ「歳入」の事項別明細書をご覧ください。 

歳入の主な内容について申し上げます。 

１１款の地方交付税は、普通交付税の増額です。 



8 
 

１４款の使用料及び手数料は、令和５年２月１日に開館

予定の生涯学習センター使用料です。 

１５款の国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応 

地方創生臨時交付金の増額 及び 社会保障・税番号制度  

システム整備費補助金です。 

１９款の繰入金は、浅間中学校改修工事の内容変更に伴

う「小・中学校施設整備基金」の減額 及び 物価等高騰の

影響に対する経済対策のための「財政調整基金繰入金」の

増額などです。 

２０款の繰越金は、前年度繰越金の確定に伴う増額です。 

２２款の市債は、「臨時財政対策債」の発行可能額決定

に伴う減額などです。 

次に、「歳出」につきまして、主な補正内容により説明いた

します。３８ページをご覧ください。 

総務費の電算システム管理費は、庁内のＤＸ推進の一環とし

て導入する 総合窓口システムの効果を最大限に発揮できるよ

う 市民健康部の受付カウンター等を改修するための経費です。 

「移住定住推進事業費」は、ＵＩＪターンに係る 就業・創業
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移住支援金の申請件数の増加に伴う 支援金の増額です。 

民生費の「児童保育事業費」から「幼稚園助成事業費」は、

保育所などおける 給食材料費高騰に伴い、保護者の負担を軽

減するための経費です。 

「公共交通対策事業費」は、路線バス・デマンド交通における

キャッシュレス決済システムの導入経費 及び デマンド交通

における 土曜日の実証運行を１０月から１２月まで行うため

の負担金の増額です。 

農林水産業費の「農業生産振興事業費」は、物価高騰の影響

を受けた畜産業者及び水産業者に対し、配合飼料の価格上昇分

を支援するための補助金です。 

次に３９ページをご覧ください。 

商工費の「新型コロナウイルス感染症対策 商工業支援    

事業費」は、国の「事業復活支援金」を受給した事業者に対し、

市単独で上乗せをする給付金を増額するとともに、原油価格高

騰により影響を受けた市内の運送業者に対し、新たに燃料価格

上昇分の２分の１相当を支援するための給付金です。 

「プレミアム付商品券助成事業費」は、市民アンケートの結果
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を受け、物価高騰やコロナ禍などにより影響を受けた市民生活

に対する支援として、既に進めているプレミアム付商品券事業

に併せ、市民一人あたり３,０００円の商品券を、プッシュ型

で配布するための経費です。 

「企業経営強化支援事業費」は、佐久産業支援センター（ＳＯ

ＩＣ）を中心とした実行委員会による市内の医療・健康関連産

業などの産業振興のための「ＳＡＫＵメッセ２０２２」開催に

係る負担金です。 

「観光宣伝事業費」は、ポストコロナに向けた観光振興のため、

滞在型 市内周遊観光モデルコースを構築するとともに、無料

の電子雑誌「旅色」の掲載や動画等の制作を行い、観光誘客を

図るための委託料です。 

土木費の「河川等土砂搬出場整備事業費」は、現在の搬出場に

おける受け入れ可能土量の上限が近づいていることから、今後、

排出される河川浚渫等による土砂等を受け入れ可能な、新たな

搬出場を整備するための調査経費です。 

教育費の「学校給食センター総務事務費」は、小・中学校にお

ける給食材料の高騰に伴い、保護者の負担を軽減するための 

補助金 及び 緊急的に休校した際の給食材料 購入費に係る 
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補償金です。 

次に４０ページをお願いいたします。 

「文化振興総務費」は、物価高騰による資材単価の上昇等に

伴う コスモホール空調 設備 改修工事費の増額です。 

 公債費の市債元金償還金は、 

前年度繰越金の確定に伴い、将来負担の軽減を図るため

の市債繰上償還元金です。 

次に、４１ページをご覧ください。 

第２表の債務負担行為補正は、限度額変更１件です。 

次に、４２ページをご覧ください。 

第３表の地方債補正は、限度額変更６件です。 

次に、４３ページをご覧ください。 

特別会計は２会計の補正です。 

議案第７６号、「介護保険特別会計」は、 

介護報酬改定に伴うシステム改修経費 及び 保険料還付金

の増額などの補正です。 

議案第７７号、「後期高齢者医療特別会計」は、 

後期高齢者医療 広域連合納付金 及び 保険料還付金などの

補正です。 
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以上、今議会に提出いたします主な議案について、ご説明

申し上げました。 

私からの説明は以上です。 


